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Ⅰ．関連法令 
１．国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号） 

第１条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は

過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任

ずる。 
２ 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、

その公務員に対して求償権を有する。 

第２条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生

じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 
２ 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公

共団体は、これに対して求償権を有する。 

第３条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公

務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与

その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費

用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 

２ 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者

に対して求償権を有する。 

第４条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定

による。 
第５条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があると

きは、その定めるところによる。 

第６条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを

適用する。 
 

２．製造物責任法（平成 6 年法律第 85 号） 

（目的） 

第１条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合に

おける製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もっ

て国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。 

２ この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、そ

の製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当

該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 
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３ この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者（以下単に「製造業者」という。） 

二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示（以

下「氏名等の表示」という。）をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるよう

な氏名等の表示をした者 
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の

事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示

をした者 

（製造物責任） 
第３条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第３項第２号若しくは第３号の氏名等

の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産

を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が

当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 

（免責事由） 
第４条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条

に規定する賠償の責めに任じない。 

一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によ

っては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 

二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥

が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、

かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 

（期間の制限） 

第５条 第３条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義

務者を知った時から３年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該

製造物を引き渡した時から 10 年を経過したときも、同様とする。 

２ 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害

又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から

起算する。 

（民法の適用） 
第６条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定による

ほか、民法（明治 29 年法律第 89 号）の規定による。 
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３．民法（明治 29 年法律第 89 号） 
第 416 条 損害賠償ノ請求ハ債務ノ不履行ニ因リテ通常生スヘキ損害ノ賠償ヲ為サシムルヲ

以テ其目的トス 
２ 特別ノ事情ニ因リテ生シタル損害ト雖モ当事者カ其事情ヲ予見シ又ハ予見スルコトヲ

得ヘカリシトキハ債権者ハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得 
第 417 条 損害賠償ハ別段ノ意思表示ナキトキハ金銭ヲ以テ其額ヲ定ム 
第 709 条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠

償スル責ニ任ス 
第 719 条 数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償

ノ責ニ任ス 共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ 
２ 教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス 

第 722 条 第 417 条ノ規定ハ不法行為ニ因ル損害ノ賠償ニ之ヲ準用ス 
２ 被害者ニ過失アリタルトキハ裁判所ハ損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付キ之ヲ斟酌スルコト

ヲ得 
 
４．道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号） 

（最高速度） 
第 22 条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高

速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 
２ 路面電車又はトロリーバスは、軌道法（大正 10 年法律第 76 号）第 14 条（同法第 31
条において準用する場合を含む。第 62 条において同じ。）の規定に基づく命令で定める最

高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路において

はその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進

行してはならない。 

（急ブレーキの禁止） 
第 24 条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急

に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 
（車間距離の保持） 
第 26 条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直

前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必

要な距離を、これから保たなければならない。 
（安全運転の義務） 
第 70 条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、

かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方

法で運転しなければならない。 


